
）
り
折
山
（

時代の変化に対応し
だれもが輝き

ともに創るまち“日野”

郵送の場合はこの用紙を切り離し、
次の通り封書を作ってください。

①きりとり線（点線）に
沿って切り、中央を山
折りにします。

②のりしろにのりをつけ
て貼りあわせ、封書を
作ります。

③切手を貼らずにそのま
まポストへ投函してく
ださい。

0607

料金受取人払郵便

差出有効期限
令和７年３月
31日まで

近江日野郵便局
承　　認

切手を貼らずに
お出しください

5 2 9 1 6 9 0

【お願い】
○提案に対する回答を郵送させていただきますので、氏名・
住所（番地まで）を必ずお書きください。
　氏名や住所の記載がない場合などは、匿名扱いとなり、お
返事できませんので、ご了承ください。
○広報掲載の封書以外で提出いただく場合は、タイトルに
「住みよいまちづくりへの提案」と記載してください。
○寄せられた提案は、町長はじめ担当課職員が熟読させてい
ただきます。できる限り町政にいかせるよう、充分に検討
したうえで回答させていただきますので、回答までに時間
がかかることがあります。
○特定の個人や団体の誹謗・中傷するもの、感想のみのもの
など、内容によっては回答できないものがあります。
○お寄せいただいた提案は、「広報ひの」に掲載させていただ
く場合があります。その際に氏名の掲載はいたしません。
○担当課ですぐにお答えできるような質問については、電話
でお答えする場合もあります。

◆提案・問い合わせ先
企画振興課　秘書広報担当
☎0748-52-6550　FAX 0748-52-2043
E-mail  kouhou@town.shiga-hino.lg.jp

あなたのアイデア・
メッセージを
お待ち
しています

住みよいまちづくりへの提案
アイデア・メッセージをお待ちしています

きりとり

皆さんからのアイデアやメッセージをいただき、
まちづくりにいかし誰もが住みやすいまちにして
いくため、皆さんの「声」をお待ちしています。

●「住みよいまちづくりへの提案」をお寄せいただく
ための封書を下部に掲載しています。

●こちらに掲載している封書に限らず、電話・ハガキ・
FAX・E-mailなどで受け付けていますので、ご意見
をお寄せください

ひ　ぼう

日
野
町
河
原
一
丁
目
１
番
地

日
野
町
役
場

「
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
へ
の
提
案
」
係  
行

とう かん

きりとり

確
定
申
告
相
談
は
２
月
17
日（
月
）〜
３
月
17
日（
月
）で
す

　
例
年
、申
告
相
談
会
場
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、ご
自

宅
な
ど
か
ら
24
時
間
い
つ
で
も
簡
単
・
便
利
に
確
定
申

告
を
作
成・送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ

ソ
コ
ン
に
よ
る
eイ
ー-

Tタ
ッ
ク
ス

A
X

（
電
子
申
告
）で
の
申
告
に

つ
い
て
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

⃝

「
利
用
者
識
別
番
号
」が
必
要
で
す

　
利
用
者
識
別
番
号
は
、確
定
申
告
書
を
町
か
ら
税
務

署
へ
電
子
デ
ー
タ
で
提
出
す
る
た
め
に
必
要
な
16
桁
の

個
人
の
識
別
番
号
で
す
。税
務
署
か
ら
利
用
者
識
別
番

号
が
記
載
さ
れ
て
い
る「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
は
が
き
」

や
書
面
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、申
告
当
日
に
必
ず
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

⃝

会
場
の
混
雑
状
況
を
確
認
で
き
ま
す

　
申
告
相
談
会
場
の
受
付
状
況
を
、会
場
入
口
と
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。申
告
相
談
の
受

付
時
間
の
目
安
に
し
て
く
だ
さ
い
。受
付
状
況
は
、2
月

17
日（
月
）か
ら
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
こ
ち
ら
の
二
次
元
コ
ー

ド
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

受付状況
番号表示

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
税
務
課
　
住
民
税
担
当

　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
7
0

　
牛
や
豚
、
鶏
な
ど
の
家
畜
を
１

頭
（
１
羽
）
以
上
飼
育
さ
れ
て
い

る
方
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に

よ
り
、
毎
年
、
家
畜
の
頭
羽
数
や

衛
生
管
理
の
状
況
等
を
県
知
事
に

報
告
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
家
畜
を
飼
育
さ
れ
て

い
る
方
は
、
毎
年
２
月
１
日
現
在

の
状
況
を
所
定
の
様
式
に
て
滋
賀

県
家
畜
保
健
衛
生
所
へ
報
告
し
て

く
だ
さ
い
。
ペ
ッ
ト
と
し
て
飼
育

さ
れ
て
い
る
場
合
も
報
告
が
必
要

で
す
。
詳
し
く
は
、
滋
賀
県
家
畜

保
健
衛
生
所
へ
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
滋
賀
県
家
畜
保
健
衛
生
所�

☎
0
7
4
8-

3
7-

7
5
1
1

　
農
林
課
　
農
政
担
当�

☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
6
3

家
畜
を
飼
養
さ
れ
て
い
る
方
へ

家
畜
を
飼
養
さ
れ
て
い
る
方
へ

定
期
報
告
書

定
期
報
告
書
のの
提
出
を
お
願
い
し
ま
す

提
出
を
お
願
い
し
ま
す

確定申告書

スマートフォン
による申告はこちら

予約専用サイト

対　象 報 告 期 限

・ 家畜(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、
いのしし、馬)

・ 家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょ
う、エミュー、ほろほろ鳥、七面鳥)

２月28日（金)

専
用
サ
イ
ト
か
ら
事
前
予
約
で
き
ま
す

　
令
和
７
年
度（
令
和
６
年
分
）に
係
る
税
の
申
告

相
談
に
つ
い
て
、予
約
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
事
前
予
約

が
で
き
ま
す
。な
お
、会
場
で
の
順
番
受
付
と
予
約

制
を
並
行
し
て
実
施
す
る
た
め
、当
日
会
場
受
付
を

さ
れ
る
方
に
つ
い
て
は
、お
待
ち
い
た
だ
く
時
間
が

長
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

⃝
予
約
方
法

　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
令
和
７
年
度（
令
和
６
年
分
）

町・県
民
税
、所
得
税
の
申
告
相
談
予
約
の
ご
案
内
」ま

た
は
予
約
専
用
サ
イ
ト
か
ら
ご
予
約
く
だ
さ
い
。　

　
※
予
約
に
は
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
必
要
で
す
。

⃝
予
約
対
象
日

　
２
月
18
日（
火
）、19
日（
水
）、21
日（
金
）、

　
　
　
26
日（
水
）、27
日（
木
）

　
３
月
４
日（
火
）、５
日（
水
）、７
日（
金
）、

         

10
日（
月
）、13
日（
木
）

※  

各
対
象
日
の
前
日
18
時
ま
で

　
予
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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時代の変化に対応し
だれもが輝き

ともに創るまち“日野”

郵送の場合はこの用紙を切り離し、
次の通り封書を作ってください。

①きりとり線（点線）に
沿って切り、中央を山
折りにします。

②のりしろにのりをつけ
て貼りあわせ、封書を
作ります。

③切手を貼らずにそのま
まポストへ投函してく
ださい。

0607

料金受取人払郵便

差出有効期限
令和７年３月
31日まで

近江日野郵便局
承　　認

切手を貼らずに
お出しください

5 2 9 1 6 9 0

【お願い】
○提案に対する回答を郵送させていただきますので、氏名・
住所（番地まで）を必ずお書きください。
　氏名や住所の記載がない場合などは、匿名扱いとなり、お
返事できませんので、ご了承ください。
○広報掲載の封書以外で提出いただく場合は、タイトルに
「住みよいまちづくりへの提案」と記載してください。
○寄せられた提案は、町長はじめ担当課職員が熟読させてい
ただきます。できる限り町政にいかせるよう、充分に検討
したうえで回答させていただきますので、回答までに時間
がかかることがあります。
○特定の個人や団体の誹謗・中傷するもの、感想のみのもの
など、内容によっては回答できないものがあります。
○お寄せいただいた提案は、「広報ひの」に掲載させていただ
く場合があります。その際に氏名の掲載はいたしません。
○担当課ですぐにお答えできるような質問については、電話
でお答えする場合もあります。

◆提案・問い合わせ先
企画振興課　秘書広報担当
☎0748-52-6550　FAX 0748-52-2043
E-mail  kouhou@town.shiga-hino.lg.jp

あなたのアイデア・
メッセージを
お待ち
しています

住みよいまちづくりへの提案
アイデア・メッセージをお待ちしています

きりとり

皆さんからのアイデアやメッセージをいただき、
まちづくりにいかし誰もが住みやすいまちにして
いくため、皆さんの「声」をお待ちしています。

●「住みよいまちづくりへの提案」をお寄せいただく
ための封書を下部に掲載しています。

●こちらに掲載している封書に限らず、電話・ハガキ・
FAX・E-mailなどで受け付けていますので、ご意見
をお寄せください

ひ　ぼう

日
野
町
河
原
一
丁
目
１
番
地

日
野
町
役
場

「
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
へ
の
提
案
」
係  

行

とう かん

きりとり
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↑
原
稿
で
は
10
月
１
日
は
休
館
日
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

　
先
月
号
を
参
照
し
、休
館
日
に
い
た
し
ま
し
た
。

のりしろ

のりしろ

みんなが住みよいまちづくりへ

あなたのアイデア・メッセージ
をお待ちしています

の
り
し
ろ

住 

所
〒

氏 

名
電 

話

日
野
歴
史
探
訪

　
私
た
ち
の
住
む
日
野
町
に
は
、
52
の
大
字
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
が
豊
か
な
自
然
と
歴
史
文
化
で
彩
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
温
故
知
新
で
は
、
町
内
各
大
字
の
歴
史
と
代
表
的
な
文
化
財
を
シ

リ
ー
ズ
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先
　近
江
日
野
商
人
ふ
る
さ
と
館「
旧
山
中
正
吉
邸
」
　☎
0
7
4
8-

5
2-

0
0
0
8

大
字
小こ

谷だ

に

　
大
字
小
谷
は
、
必
佐
地
区
の
北
よ
り
に
位
置

し
、
北
で
石い

し
は
ら原
、
東
で
山や

ま
も
と本
、
小こ

み
か
ど

御
門
、
南

で
三み

そ

つ
十
坪
、
西
で
増ま

し
だ田
と
接
し
ま
す
。
平
坦

な
地
形
で
交
通
の
便
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
西

方
の
緩
や
か
な
扇せ

ん
じ
ょ
う
ち

状
地
に
集
落
が
立
地
し
て

い
ま
す
。

　
小
谷
に
は
方
形
を
基
本
と
す
る
地
割
や
平

行
す
る
字あ

ざ
か
い界
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ

は
土
地
を
方
形
に
区
分
す
る
条

じ
ょ
う

里り

制
の
蒲
生

郡
条
里
の
七
条
六
里
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
古

代
か
ら
開
発
が
進
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
中
期
に
編
さ
ん
さ
れ
た
地
誌

『
蒲が

も
う生
一い

ち
ぐ
ん
き

郡
記
』
に
よ
れ
ば
、
大
谷
に
対
し

て
小
さ
い
谷
と
い
う
こ
と
が
地
名
の
由
来
と

な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
大
谷
が
丘

陵
地
を
隔
て
た
日
野
地
区
の
大
谷
な
の
か
、

あ
る
い
は
北
接
す
る
大
字
石
原
の
字
大
谷
な

の
か
は
不
明
で
、
今
後
の
研
究
が
待
た
れ
ま

す
。

竹
田
神
社
と
石
燈
籠

　
字
「
裏
山
」
に
あ
る
裏
山
溜
の
南
側
に
は
、

一い
っ
け
ん
し
ゃ
な
が
れ
づ
く
り

間
社
流
造
の
本
殿
と
入い

り
も
や
づ
く
り

母
屋
造
の
拝
殿
、

境
内
社
南
宮
神
社
を
も
つ
竹
田
神
社
が
あ
り

ま
す
。

　
社
伝
に
よ
る
と
、寛か

ん
え
い永
６
（
１
６
２
９
）年
、

東
近
江
市
鋳い

物も
の

師し

の
竹
田
神
社
よ
り
分ぶ

ん
し祀
し

て
創
建
さ
れ
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
を
通
し
て
元げ

ん
な和
６
（
１
６
２
０
）

年
よ
り
小
谷
村
の
領
主
で
あ
っ
た
旗は

た

本も
と

有あ
り

馬ま

家け

が
た
び
た
び
参
拝
し
て
お
り
、
延え

ん

享き
ょ
う５

（
１
７
４
８
）
年
に
大
改
修
を
加
え
た
際
の
棟

札
も
残
り
ま
す
。

　
南
宮
神
社
は
、
か
つ
て
は
南
宮
御ご

前ぜ
ん

と
称

し
、
小
谷
の
中
央
に
位
置
し
て
い
ま
し
た
が
、

境
内
へ
移
転
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
（『
滋
賀

県
神
社
誌
』）。

　
神
社
本
殿
玉
垣
の
外
側
の
右
手
前
に
は
、

総
高
は
１
６
９・
６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

六
角
形
の
石
燈
籠
が
建
っ
て
い
ま
す
。
石

材
は
花か

こ
う
が
ん

崗
岩
で
、
神
社
の
創
建
と
同
じ
く

江
戸
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
昭
和
37

（
１
９
６
２
）
年
10
月
１
日
に
町
指
定
文
化
財

と
な
り
ま
し
た
。

御
代
参
街
道
に
残
る
石
造
道
標

　
御ご

だ
い代
参さ

ん

街か
い
ど
う道
は
、
中な

か
せ
ん
ど
う

山
道
小お

ば
た幡
（
東
近
江

市
）
と
東と

う
か
い
ど
う

海
道
土つ

ち
や
ま山
（
甲
賀
市
）
を
結
ぶ
、

行
程
約
36
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
道
の
こ
と

で
す
。

　
そ
の
歴
史
は
中
世
ま
で
遡

さ
か
の
ぼる
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
室
町
時
代
に
は
「
市い

ち
み
ち道
」、
江
戸
時

代
に
は
主
に
「
北ほ

っ
こ
く
み
ち

国
道
」「
脇わ

き

往お
う
か
ん還
安あ

づ
ち土
越ご

え

」
「
伊い

せ勢
道み

ち

」な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。「
御

代
参
街
道
」
と
い
う
名
は
、
明
治
時
代
以
降

に
一
般
化
し
た
も
の
で
す
。

　
石い

し

原は
ら
じ
ゅ
く宿
よ
り
小
谷
を
縦
断
す
る
こ
の
街
道

は
、
字
「
龍
」
内
に
至
る
と
複
雑
に
屈
曲
し

て
お
り
、
集
落
に
入
る
Ｔ
字
路
に
は
方
柱
型

の
石
造
道
標
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
道
標
に
は
、

　
　
　
右
　
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
道

　
　
　
左
　
　
ひ
の
　
道   

　
と
二
面
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
近
江
鉄
道
の
日
野

駅
を
示
し
て
お
り
、
駅
が
で
き
た
明
治
33

（
１
９
０
０
）
年
以
降
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と

わ
か
り
ま
す
。

　
カ
タ
カ
ナ
の
行
き
先
表
記
の
あ
る
道
標
は
、

滋
賀
県
下
に
数
基
し
か
み
ら
れ
な
い
大
変
貴

重
な
も
の
で
す
。

（
石
燈
籠
）

（
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
道
標
）

◆
問
い
合
わ
せ
先
　建
設
計
画
課
　都
市
計
画
担
当
　☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
6
7

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

　
令
和
６
年
度
　
第
４
回
町
営
住
宅
入

居
者
募
集
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

募
集
期
間
　
　

　
２
月
３
日（
月
）～
２
月
21
日（
金
）

募
集
団
地

• 

第
１
内
池
団
地（
内
池
１
５
０
番
地
）�

平
成
13
年
築（
木
造
２
階
建
）�

３
D
K
　
１
戸

• 

第
２
内
池
団
地（
内
池
１
５
２
番
地
）

昭
和
63
年
築（
P
C
造
３
階
建
）�

３
D
K
　
１
戸

入
居
資
格

　
次
の
①
～
⑦
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

① 

町
内
に
居
住
し
て
い
る
ま
た
は
勤
務
地

を
有
し
て
い
る
こ
と（
３
か
月
以
上
）

② 

持
ち
家（
共
有
名
義
を
含
む
）が
な
く
、

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と

③ 

税
・
公
共
料
金
等
を
滞
納
し
て
い
な

い
こ
と

④ 

現
に
同
居
し
、ま
た
は
同
居
し
よ
う

と
す
る
親
族
が
い
る
こ
と

※ 

た
だ
し
、下
記
の
⑴
～
⑹
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
は
単
身
で
も
入
居

で
き
ま
す
。

　
⑴
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

　
⑵
60
歳
以
上
の
方

　
⑶ 

身
体
障
が
い
者
で
そ
の
障
が
い
の

程
度
が
１
級
か
ら
４
級
ま
で
の
方

　
⑷ 

精
神
障
が
い
者
で
そ
の
障
が
い
の

程
度
が
１
級
か
ら
３
級
ま
で
の
方

　
⑸ 

知
的
障
が
い
者
で
そ
の
障
が
い
の

程
度
が
精
神
障
が
い
の
程
度
に
相

当
す
る
方

　
⑹ 

D
V
被
害
者
に
該
当
す
る
方
　

⑤ 

１
か
月
あ
た
り
の
収
入
が
定
め
ら
れ

た
基
準
以
下
で
あ
る
こ
と

⑥ 

連
帯
保
証
人（
２
名
）を
た
て
ら
れ
る

こ
と

⑦ 

申
込
者
お
よ
び
同
居
親
族
が
反
社
会

的
勢
力
に
属
さ
な
い
こ
と

月
額
家
賃

　
入
居
者
の
収
入
お
よ
び
住
宅
の
諸
条

件
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

入
居
可
能
予
定
日

　
令
和
７
年
３
月
下
旬
ご
ろ

今
後
の
募
集
予
定
　

　
令
和
７
年
度
の
町
営
住
宅
入
居
者
募

集
に
つ
い
て
次
の
日
程
で
実
施
す
る
予

定
で
す
。

第
１
回
　 

５
月
７
日（
水
）

�

～
５
月
23
日（
金
）

第
２
回
　 

８
月
４
日（
月
）

�

～
８
月
22
日（
金
）

第
３
回
　 

11
月
４
日（
火
）

�

～
11
月
21
日（
金
）

第
４
回
　 

令
和
８
年
２
月
９
日（
月
）

�

～
２
月
27
日（
金
）

※ 

入
居
者
の
入
退
去
、住
宅
の
状
況
等

に
よ
り
募
集
団
地
の
変
更
等
生
じ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。戸
数
・
規
格
・
家

賃
の
詳
細
・
最
新
の
情
報
は
、町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

町ホームページ

15 14広報ひの　2025.02 2025.02　広報ひの


